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日本文化理解の促進を目的とした日本語普及の言語観
―1970 年代前半期における対韓国事業の場合―

嶋津　拓

キーワード：日本語普及　日本語教育　日本文化理解　言語観　中等教育

要旨

　日本が「日本文化理解の促進」という目的から海外に対して「日本語普及」事業を行う時、

この「日本語普及」の機能には二つの考え方が成り立つ。すなわち、「日本語普及」事業に

影響または刺激を受けて「日本語」の学習を始めた人々が、その獲得した日本語能力を用

いて各種日本語メディアや日本語母語話者と接することで、結果として「日本文化」を理

解していくことになる場合における「手段」としての「日本語普及」と、「日本語」の学習

そのものが「日本文化」を理解するための活動であると考える場合の「目的」としての「日

本語普及」である。本稿では、1972 年に設立された国際交流基金が、その設立当初の時期

において、いずれの言語観に依拠して「日本語普及」事業を実施したのかを、韓国を事例

として考察した。韓国を事例としたのは、これが国際交流基金にとって、海外における中

等教育レベルの日本語教育に本格的に関与した、その最初のケースだからである。

１．日本文化と「日本語普及」

　国際交流基金（The Japan Foundation）は、1972 年 10 月に特殊法人として設立された。

その設立目的については、同年公布・施行された「国際交流基金法」の第１条に次のよう

に記されている。

　国際交流基金は、わが国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進すると

ともに、国際友好親善を促進するため、国際文化交流事業を効率的に行ない、もって

世界の文化の向上及び人類の福祉に貢献することを目的とする。

　この条文に書かれているように、特殊法人として設立された国際交流基金の最終的な課

題は、「世界の文化の向上及び人類の福祉に貢献すること」に置かれていた。しかし、その

直接的な課題は、「わが国に対する諸外国の理解を深め」ること、すなわち対日理解の促進
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にあったと言うことができるだろう。1）たとえば、国際交流基金の設立を主導した当時の外

務大臣福田赳夫は、1972 年１月の国会冒頭における外交演説で次のように述べている。

　近年、海外諸国における対日関心はとみに高まっているが、同時に、諸方面にゆえ

なき警戒心や不当な誤解も台頭しつつあるやにみえる。わが国の対外活動が経済的利

益の追及に偏るとの批判や、日本軍国主義の復活を懸念する声すら聞かれる。これに

対し平和国家、文化国家を志向するわが国の正しい姿を海外に伝え、誤った認識の是

正に努めることは、わが外交にとって急務となっている。

　とくにわが国の場合、独特の文化的伝統と言語の障害のため、外国との意思疎通が

困難なことを考えれば、このことは一層緊急を要すると考える。政府はこのため、新

たに国際交流基金を設立すべく、明年度予算においてそれに対する支出を要請してい

る。（国際交流基金 15 年史編纂委員会編 1990：19）

　このように福田は、「わが国の正しい姿を海外に伝え、誤った認識の是正に努める」こと

が重要であるとして、「わが国に対する諸外国の理解を深め」る目的から国際交流基金の設

立を国会に提案する。そして、この目的から設立された国際交流基金は、「日本語の普及」

（1972 年度法律第 48 号「国際交流基金法」第 23 条）を業務のひとつとするのである。

　それでは、諸外国における対日理解を促進することと、「日本語の普及」（以下、「日本語

普及」と言う）を図ることは、どのような関係にあったのだろうか。

　福田によれば、諸外国で日本に対する「ゆえなき警戒心や不当な誤解も台頭しつつある

やにみえ」たり、「わが国の対外活動が経済的利益の追及に偏るとの批判や、日本軍国主義

の復活を懸念する声すら聞かれる」のは、日本「独特の文化的伝統と言語の障害のため、

外国との意思疎通が困難なこと」が原因のひとつであるという。すなわち、福田は日本語

の通用度の低さを、海外で対日理解を促進する上での「障害」とみなしているのである。

したがって、「外国との意思疎通」を容易なものにするためには、この言語的障害は取り除

かれなければならないのであるが、日本が日本語以外の言語を実質的な公用語とすること

は現実的には不可能だろう。そこで、「わが国に対する諸外国の理解を深め」るという観点

から、言語的障害を取り除くことではなく、その言語的障害を乗り越えられる人を育てる

こと、すなわち日本語を解する人を育てることが国際交流基金に求められたのだと言える。

福田にとって、日本語は「外国との意思疎通」を阻む言語的障害であり、だからこそ「日



44

『言語政策』第４号　2008 年３月

45

本語普及」が図られなければならないのである。

　しかし、言語は「意思疎通」の道具であると同時に、当該言語を話す人々の思考に何ら

かの影響を与えるとの考え方もあり、ここから言語は「文化」そのものであるとする主張

も導き出される。したがって、いまかりに「わが国に対する諸外国の理解を深め」ること

の、その理解の対象を、国際交流基金が業務とする「国際文化交流事業」（「国際交流基金

法」第１条）の「文化交流」の観点から文化面に限定して、「対日理解の促進」を「日本文

化理解の促進」と言い換えたとしたら、この「日本文化理解の促進」に占める「日本語普及」

の機能には二つの考え方が成り立つ。すなわち、国際交流基金の「日本語普及」事業に影

響または刺激を受けて「日本語」の学習を始めた人々が、その獲得した日本語能力を用い

て各種日本語メディアや日本語母語話者と接することで、結果として「日本文化」を理解

していくことになる場合における「手段」としての「日本語普及」と、「日本語」の学習そ

のものが「日本文化」を理解するための活動であると考える場合の「目的」としての「日

本語普及」である。

　しかし、国際交流基金は 1972 年の設立以降、言語が持つどちらの機能を重視して「日本

語普及」を図るのかという点を明確にしてこなかった。2） 明確にこそしなかったものの、同

基金が組織した委員会の答申を読む限りでは、国際交流基金は 1980 年代の後半には「手段」

としての「日本語普及」を行っていたのが、1990 年代の後半には「目的」としての「日本

語普及」に軸足を移したようである。すなわち、同基金が 1985 年に「海外における日本語

普及の抜本的対応策」について諮問するために設置した「日本語普及総合推進調査会」が

同年 11 月に国際交流基金理事長に提出した答申では、「言語は、意思疎通の基本的手段で

ある」（日本語普及総合推進調査会 1985：254）との言語観から、「我が国が、東西文化の影

響の下に蓄積した高度の文化的・文明的所産を、日本語を通じて国際社会に還元していく

ことも、世界の中の日本の責任である」（同上：254）とするとともに、「日本語の普及によっ

て、我が国の諸情報の外国への伝達が容易となり、我が国の文化が外国人に、より深く理

解されるとともに、日本人も、日本語を通じ諸外国の文化に接し得ることになる」（同上：

254）として、「意思疎通」の手段としての日本語の普及が重視されているのに対し、1996

年に設置された「海外日本語普及総合調査会」の答申では、「言語は文化を映し出す鏡」（海

外日本語普及総合調査会 1997：357）であるという言語観からの「海外における日本語教育

の振興」（同上：357）が求められている。

　それでは、国際交流基金はひとつの組織体として、その設立当初の時期は、どのような言
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語観に依拠して「日本語普及」事業を実施したのであろうか。本稿では、同基金の対韓国「日

本語普及」事業を事例として考察してみたい。ここで韓国を取りあげるのは、これが国際交

流基金にとっては海外における中等教育レベルの日本語教育に本格的に関与した、その最初

のケースだからであり、また中等教育レベルの日本語教育は、国によっては単なる「言語教育」

ではなく、「国民教育」とでも言うべき要素を含んでいる場合があるからである。

２．韓国の高等学校における日本語教育の開始

　前述のように、1972 年に設立された国際交流基金は、「わが国に対する諸外国の理解を深

め」ることを直接的な課題として、海外に対する「日本語普及」事業に着手するのであるが、

設立年の 1972 年に国際交流基金は韓国に対する「日本語普及」事業を行っていない。一

方、韓国では同年７月、大統領の朴正煕が文教部（教育行政を管掌する中央官庁）に対し

て、日本語を高等学校の第２外国語科目（選択科目）に追加するよう指示している。そして、

文教部は 1972 年 10 月から 1973 年２月までの４か月間、韓国外国語大学に中等教員臨時養

成所を設けて、約 140 名の現職高校教師を対象に日本語教育講習会を開催した。

　日本語を高等学校のカリキュラムに導入することに対しては、それを非難する世論が起っ

た。その理由として金賢信は、「「日本語」に高校の学習者が集中する可能性があり、高校

で行われる「日本語」教育が生徒たちの意識に与える影響は大きい」（金賢信 2007：120）

と考えられたことをあげている。すなわち、「年齢が低いと同化され易いので、「日本語」

を習う高校生の国家観に混乱が生じることもあり得るという論調だった」（同上：120）と

している。ここには、「植民地解放後は日本によって破壊された「韓国文化」の再建の時期

であったが、朝鮮戦争で再び大きな被害を受けた韓国はまだ「韓国文化」の中心的基盤を

構築出来ていない状態であったので、接触する際には日本の経済的・文化的支配に陥る恐

れが憂慮された」（同上：120）ことが影響していたという。

　しかし朴正煕は、このような「国民の反対を押し切り、日本との経済協力を強化する政

策の一環として高校での「日本語」教育をスタート」（同上：119）させることになった。

その際に朴正煕が強調したのは「民族的主体性」（同上：120）という概念である。彼は日

本語教育の導入に際して次のように語っている。

　韓国と日本は類似面が多く、書籍を通じ、また経済技術分野で、日本から習うべき

点が多い。日本語を学ぶとしても、精神を正しくし、主体性のある闊達な度量をもつ
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べきである。今まで、わが国は過去の関係から日本語を学ぶことを忌避していたが、

そのような考えでは国家の発展を期することができない。（森田芳夫 1991：411）

　1973 年２月、文教部令第 310 号により日本語は人文系高等学校と実業系高等学校の第２

外国語科目（選択科目）に導入された。その指導目標は、人文系高等学校の場合、次のと

おり規定された。

（1）�現代日本語の発音と基本語法を習得させ、日常生活で使用するやさしい言葉と文字

を理解する能力とともに、簡単な発表力を養う。

（2）�日本語を通じて、われらの固有の伝統と文化を紹介し、正しい意思伝達をすること

ができる基礎能力を養う。

（3）�日本の文化、経済などに対する理解を増進させ、国際的協力意識を養うと同時に、

われらの自覚を確固たらしめる。（梅田博之 1995：46）

　また、実業系高等学校の指導目標は次のとおり規定された。

（1）�現代日本語の発音と基本語法を習得させ、日常生活で使用するやさしい言葉と文字

を理解する能力とともに、簡単な発表力を養う。

（2）�将来、実業生活で日本語を有意義に活用し、専門的知識を備えるために、みずから

進んで努力し、日本語の資料および文献を研究する態度を養う。

（3）�日本の文化、経済などに対する理解を増進させ、国際的協力意識を養うと同時に、

われらの自覚を確固たらしめる。（同上：46）

　これらの指導目標は、言語を「文化を映し出す鏡」とする言語観よりも、「意思疎通」の

手段と見なす言語観に重きを置いているのであるが、梅田博之によれば、韓国の高等学校

における日本語教育の「開始当初の指導目標は、殊に人文系高校の（2）が特徴的」（同上：

47）だという。すなわち、「自国の伝統・文化紹介に重点を置いた伝達能力の養成」（同上：

47）が重視されている点である。そして、この指導目標に基づいて制作された「最初の日

本語教科書（国定）である『日本語読本』上下は、日本事情や文化の紹介の観点は全くなく、

韓国の国土・人物の紹介、韓国の民族主義・当時行われていた維新事業等をテーマとする
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内容を多く取り入れたもの」（同上：47）だった。また、1970 年代に韓国の高等学校で使わ

れた日本語教科書には、梅田博之が紹介している『日本語読本』（上巻は 1973 年、下巻は

1977 年に発行）3）のほかに、1979 年発行の『高等学校日本語』の上巻と下巻を合わせて４

冊あるのだが、金賢信によれば、これらの日本語教科書を編纂するにあたっての素材に関

しては、文教部より「なるべくわが国の生活内容から多く選定する」（金賢信 2007：122）

ことが求められたという。これは「他の外国語の教育課程の規程にはない素材選定に関す

る政府の関与」（同上：122）であったが、その理由としては、「日本に文化的に侵食される

恐れがあると憂慮する声が多かったので、政府は国民のこのような憂慮の解決策として、

戦略的に他の外国語教育とは違う扱いをしなければならなかった」（同上：122）ことがあ

げられている。

　金賢信によれば、「この時期の日本語教科書の内容は「日本文化」の理解より「韓国」文

化の理解が重視され、韓国人としての自負心と民族的主体性を高めるという側面が強調さ

れた」（同上：122）という。また、「この時期の四つの教科書全体の内容的な特徴においても、

韓国の経済発展と近代化、日本の古代文化に影響を与えた「韓国文化」の優秀性などの韓

国人として民族的自負心や愛国心を高める内容が多く扱われている」（同上：122）という。

　このように、1970 年代の高校日本語教科書は、「民族的主体性」を強調する立場から、「日

本文化」の理解よりも「韓国文化」の理解が重視されていたのである。これは、同じ「文化理解」

でありながら、「わが国に対する諸外国の理解を深め」ることを直接的な目的として「日本

語普及」事業を行おうとしていた国際交流基金とは対極的な立場にあったと言うことがで

きるだろう。

　また、前掲の指導目標に明記されているとおり、人文系高等学校の日本語教育では、「日

本語を通じて、われらの固有の伝統と文化を紹介」すること、すなわち「韓国文化」を日

本語で日本人に発信することも求められていた。国際交流基金が組織した日本語普及総合

推進調査会がその答申『海外における日本語普及の抜本的対応策について』において、日

本人も「日本語を通じ諸外国の文化に接し得ることになる」ことを「国際交流における日

本語の位置付け」のひとつとしたのが 1985 年であったことを勘案するならば、韓国の高等

学校における日本語教育の指導目標は、それを 10 年以上も先取りしていたと言うことがで

きるのであるが、「韓国文化」の発信のための日本語教育という発想も、「わが国に対する

諸外国の理解を深め」ることを直接的な目的として設立された国際交流基金の、その創設

当初における「日本語普及」事業の課題とは必ずしも合致するものではなかったであろう。
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たしかに、国際交流基金の発足に際しては、衆議院外務委員会（1972 年４月 14 日）におい

て、「国際文化交流に関する政府の基本姿勢としては、わが国に対する諸外国の理解を深め

ることだけではなく、わが国民の諸外国に対する理解を深めることも同様にきわめて重要

であることを特に留意すること」（国際交流基金 15 年史編纂委員会編 1990：21）という附

帯決議が付されていたのであるが、当時の国際交流基金で「日本語普及」事業は基本的に、

「長期的視野に立って日本の理解者を得るために必要欠くべからざる事業」（国際交流基金

1984：3）と位置づけられており、外国人による自文化の「発信」よりも日本文化の「受信」

が重視されていたと言うことができる。

　それでは、言語を「意思疎通」の手段と見なす言語観に重きを置いて、日本人に対する「韓

国文化」の発信や日本語学習を通しての「韓国文化」の理解を重視した韓国の日本語教育

に対し、国際交流基金はひとつの組織体としてどのような言語観に基づいて関わろうとし

たのであろうか。

３．国際交流基金の対韓国「日本語普及」事業の開始

　1972 年 10 月に設立された国際交流基金は、韓国に対する「日本語普及」事業を同年中は

実施していない。最初の事業と言えるのは、1973 年に開催した「海外日本語学習成績優秀

者招聘研修会」に韓国の日本語学習者を招聘したことである。4） その 1973 年に韓国では高

等学校で日本語教育が始まった。そして、韓国では「高校の第２外国語課程に日本語が追

加されるまでは、日本語教育がおおっぴらに行われる雰囲気ではなかった」（朴熙泰 1994：

27）のであるが、「高校で日本語が教えられるようになって各大学、専門大学においても第

２外国語または教養科目として日本語教育が行われるようになり、また専門学科の開設も

許可」（同上：27）されるようになった。高等学校で日本語教育が始まったのと同じ 1973

年には、慶尚大学が将来の日本語教師を養成するため、教育学部に日本語教育科を開設し

ている。

　かかる状況の中で、ソウルの日本大使館に広報文化担当官として勤務していた森田芳夫

は、「韓国内の日本語科のある大学すべてと、日本語を選択している高校の一部を往訪し、

教師、学生等と懇談してその実情」（森田芳夫 1985：539）を知ることになった。森田の回

想によれば、「当時、日韓会談反対運動を展開していた学生の気風はまだ強く残り、日本語

による文化侵略を警戒する論議は、韓国の新聞、雑誌にたえず見られ、日本語専攻の学生は、

その雰囲気の中で、精神的動揺をおさえつつ勉強していた」（同上：539）という。
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　その後、ソウルの日本大使館は「日本語教育援助に関する企画と予算」を立案したよう

である。そして、この「在韓日本大使館のたてた日本語教育援助に関する企画と予算は、

外務省を経て、国際交流基金に送られ」（同上：539）ることになり、「日本語教育援助に積

極的な意向を持つ基金は、早速、井上日本研究部長、椎名日本語課長を韓国に派遣して実

情認識を深め」（同上：539-540）ることになった。

　国際交流基金の実務者たちを迎えた韓国側の対応は友好的なものばかりではなかったよ

うだ。同基金の日本研究部日本語課長として訪韓した椎名和男の回想によれば、彼らと応

対した文教部のある高官は、「日本は韓国を犠牲にして、ホップ（日本による植民地支配）、

ステップ（朝鮮戦争）、ジャンプ（ヴェトナム戦争）で発展した」5）と、日本に対する怒りを

あらわにするばかりで、日本語教育に関する話題を切り出さなかったという。

　しかし、結果的に文教部は大統領の指示を受けて日本語教育の導入を図った。高等学校

に日本語教育が導入されてから２年たった 1975 年に、文教部は次のような「解説」を教育

現場に配布している。

　わが国において、解放後二八年ぶりに日本語が正式科目に採択され、一九七三年一

学期から高校学生らに教えられるようになったことは、たとえ選択科目であるとして

も、特記に足ることであった。この新しい措置は、日韓国交正常化後八年目であるに

しても、教育界文化界では一大変化と考えられ、はげしい論議の対象となり、特殊な

ニュースとして取扱われた。

　一九七二年七月に、政府において、日本語教育の方針と計画が発表された後にも、

識者の間では、賛否両論が対立して、まとまりようのない傾向にあったとみられた。

ただ言論界の論調は、日韓両国の円滑な文化交流と緊密な経済協力、技術提携の関係

上、日本語教育の必要性を大体において認め、文教部の施策を理解する方向に決着した。

しかし、その鋭い筆鋒は、有益にして、かつぴりっとした忠言の提示を忘れなかった。

　過去、両国の不幸であった事態を鑑み、わが民族感情を害したり、または、われら

の主体性を少しでも損うことのないように、教育課程の制定や教材編纂に当たっては

慎重を重ね、各界世論を広く反映させねばならないというのであった。

　外国語教育においては、文化的（教養的）価値と実用的価値を追究するが、前者に

重きをおいてみると、言語はその国の民族の魂を盛る器というべく、精神的に同化され、

心酔することがなくもない。この点をわれらは十分に警戒しながら、多極化した今日
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の国際社会で、日本と善隣外交をひろげ、平等互恵の原則に立脚し、文化、経済、外

交面で緊密な協力体制を維持発展するための一つの手段として、語学的機能を養うの

に意義があると考えられた。かくて、日本語教育の目的は、日本の文化、伝統の理解

受容に重点をおくよりは、むしろ実用的価値を重要視し、経済活動に貢献する手段と

して学び、われらの矜持をいかし、われらの文化伝統の正しい紹介、伝達とわれらの

意思を訴える力を養うのに重点が置かれた。（森田芳夫 1987：431-432）

　このように、「日本と善隣外交をひろげ、平等互恵の原則に立脚し、文化、経済、外交面で

緊密な協力体制を維持発展するための一つの手段」としての日本語の教育を文教部は高等学

校に導入する。しかし、「言語はその国の民族の魂を盛る器というべく、精神的に同化され、

心酔することがなくもない」ことから、「日本語教育の目的は、日本の文化、伝統の理解受容

に重点をおくよりは、むしろ実用的価値を重要視し、経済活動に貢献する手段として学び、

われらの矜持をいかし、われらの文化伝統の正しい紹介、伝達とわれらの意思を訴える力を

養うのに重点」を置くことになった。日本の植民地支配を経験した韓国で、日本語教育を高

等学校のカリキュラムに導入することが、またその教育目標を定めることが、いかに困難なこ

とだったかということを、この文教部の「解説」からは読みとることができる。

　この韓国側の状況は、国際交流基金の実務者たちも認識していたようだ。そのひとりと

して訪韓した椎名和男は、筆者のインタビューに対して、「朴大統領が高校で日本語教育を

開始するよう指示した背景として、ヴェトナム和平の予備会談や米中接近の動きなどから、

このままでは取り残されるとの危機感が韓国側にあったことはわかっていた」6）と語ってい

る。その椎名は、1994 年に次のように述べている。

　海外で、学習者数、人口比、そして日本語能力試験応募者数でも第一位は韓国である。

　これは一九七二年、ベトナム戦争終結、米中・日中国交回復など、アジア情勢の激

変期に、当時の朴大統領が、書籍等を通じ、また経済技術分野で、日本から学ぶべき

点が多いので、国家発展のために、高校の第二外国語の選択に追加するよう指示した

ことに始まるとされている。この選択は、（中略）苦い植民地の弾圧の思い出を持つ韓

国の人々の、苦渋に満ちた決断であったろうと思われる。しかし、アジア情勢を冷静

に見た場合、生き残るため、孤立しないため、韓国はこのような決断をしたのであろう。

（椎名和男 1994：85）
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　高等学校への日本語科目の導入が、「苦い植民地の弾圧の思い出を持つ韓国」の「生き残

るため、孤立しないため」の「苦渋に満ちた決断」であろうことを認識した国際交流基金

の実務関係者にとっては、言語を「文化を映し出す鏡」あるいは「その国の民族の魂を盛

る器」とする言語観を前面に押し出して韓国に「日本語普及」を図る選択肢はなかったと

言える。また、同基金の実務関係者は、韓国の高等学校における日本語教育が「日本文化」

の理解よりも「韓国文化」の理解を重視していたことや、「韓国文化」を日本語で日本人に

発信することを課題としていたことについても、「生き残るため、孤立しないため」に日本

語教育を導入せざるをえない韓国にとっての「苦渋に満ちた決断」によるものと推察した

ようだ。すなわち、高等学校への日本語教育の導入を非難する世論への配慮と受けとめた

ようである。椎名和男の証言によれば、「日本語教育を導入した高校の多くが実業系であっ

たことからも、韓国側の本音は主に経済面での「実用」のために日本語教育をすることに

あるのだと考えていた」7）という。また、「たとえ経済面での「実用」が韓国側の本音である

にしても、中等教育レベルに日本語科目が導入されるということは、韓国で日本語が「市

民権」を得ることを意味するので、「日本語普及」の上ではそちらの方がずっと重要だ」8）と

考えていたと椎名は証言している。

　このように韓国訪問を通して、国際交流基金の実務関係者は、韓国政府が置かれた状況

を認識するととともに、その言語教育政策の「本音」を察することになった。したがって、

彼ら実務関係者は、韓国に対する「日本語普及」事業を開始するにあたって、「韓国文化」

の理解や「韓国文化」の発信を重視する文教部の指導目標と、「わが国に対する諸外国の理

解を深め」ることを直接的な目的としていた国際交流基金の「日本語普及」事業との間の「溝」

や「矛盾」をあえて問題視することはしなかった。また、韓国政府がその日本語教育にお

いて言語を「意思疎通」の手段と見なす言語観に重きを置いていたことについても、国際

交流基金の実務関係者は「それを尊重した」9）という。彼ら実務関係者が重視したことは、

どのような言語観に基づいて韓国に「日本語普及」を図るかということではなく、むしろ「韓

国で日本語が「市民権」を得ること」だったのである。

　訪韓調査団の帰国後、国際交流基金は日本語教師の養成と研修を中心に、対韓国事業を

展開していくことになる。1975 年、同基金は韓国の啓明大学と誠信女子師範大学に日本語

教育専門家を派遣した。また、韓国の大学が日本から日本語教師を招聘するための経費に

対する助成も行なわれるようになった。これらは「主として教員養成大学への協力」（椎名

和男 1991a：262）事業であり、将来の日本語教師を養成することに重点が置かれた。
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　また、現職の日本語教員に対する研修も重視された。国際交流基金は 1973 年度から海外

の日本語教師を日本に招聘して「海外日本語講師招聘研修会」を開催しているが、韓国の

日本語教員は 1975 年度から招聘されている。そして、1982 年度以降は「対韓国特別事業」（国

際交流基金 15 年史編纂委員会編 1990：46）の一環として高等学校の日本語教員も招聘する

ようになった。

　このように国際交流基金は、将来的な日本語教師の養成事業と現職の日本語教師を対象

とした研修事業の分野を中心に、韓国に対する「日本語普及」事業を行っていくのであるが、

その間に韓国の高等学校における日本語教育の指導目標にも変化が生じた。日本語教育が

韓国の高等学校に初めて導入された 1973 年当時適用されていた教育課程（日本の学習指導

要領に相当）である「第三次教育課程期には他の外国語とは違う扱いを受けていた高校の

「日本語」教育は、第四次教育課程期には他の外国語教育と同じ目標が立てられ、四技能の

日本語能力と「日本文化」理解が主な目標となった」（金賢信 2007：125）という。金賢信

によれば、この第４次教育課程期（1982 年～ 1987 年）の高校日本語教科書でも、「日本文

化に影響を与えた韓国の古代文化が紹介され、「韓国文化」の理解が強調されて」（同上：

126）いる部分があり、また、ソウル・オリンピックの開催をひかえて、「韓国に来る日本

人に韓国の文化を紹介するという内容や韓国で勉強している日本人留学生の話などを通し

て韓国の国際化を伝えようとする側面が重視されている」（同上：126）のであるが、「日本

文化」の理解が第３次教育課程期よりも重視されるようになった。

　また、第５次教育課程期（1988 年～ 1995 年）の指導目標からは、日本語の「教育におい

ても、「韓国文化」の発展に寄与出来ることを追求する従来の記述が削除された。その代わり、

高校生の日々の生活や素材を用いたコミュニケーション能力と高校生の受容能力の範囲内

での「日本文化」の理解という、より高校生という学習者に合う現実的な目標が設定」（同

上：127）されることになった。この第５次教育課程期においても第４次教育課程期と同様

に、「古代「日本文化」に影響を与えた「韓国文化」の優秀性やソウル・オリンピックの大

成功などの内容を通して韓国人としての自負心を維持させようとする努力は続いている」

（同上：128）のであるが、この期の高校日本語教科書の後半部分では、「日本に関する内容

が大幅に増えており、「日本文化」理解という側面が以前より重視されて」（同上：128）いる。

そして、「このような変化と共に自文化理解という側面は以前より弱くなっている」（同上：

128）という。

　このように、1980 年代に入ると韓国の高等学校では、その日本語教育において「日本文
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化理解」が重視されていく。一方、同じ 1980 年代の中頃に日本では、国際交流基金の諮問

委員会（日本語普及総合推進調査会）が、韓国の高等学校における日本語教育の方向性と

は逆に、「日本人も、日本語を通じ諸外国の文化に接し得ることになる」ことを「日本語普及」

事業の意義のひとつに設定するのであるが、いずれの場合も、その「文化理解」における

日本語の役割は、基本的に「意思疎通」の手段としてのそれに置かれていたと言うことが

できるだろう。

４．中等教育レベルへの「日本語普及」

　本稿では、1972 年に設立された国際交流基金がひとつの組織体として、その創設当初の

時期にどのような言語観に依拠して「日本語普及」事業を実施していたのかを韓国を事例

として考察したのだが、既述のとおり、同基金の韓国に対する「日本語普及」事業は、韓

国政府が同国の高等学校に日本語教育を導入するに際して重きを置いたところの、言語を

「意思疎通」の手段と見なす言語観を「尊重」するところから開始された。

　しかし、当時の国際交流基金関係者が韓国政府の言語観を「尊重した」ということは、

同基金がひとつの組織体として、言語を「意思疎通」の手段と見なす言語観に依拠してい

たことを意味するとは限らないだろう。むろん、ひとつの可能性としては、国際交流基金

の組織としての言語観が韓国政府のそれと一致していたことから、前者の実務関係者が後

者の言語観を「尊重した」ということも考えられるのであるが、それと同時に、「日本語普

及」対象国の言語観を「尊重した」ということは、当時の国際交流基金にひとつの組織体

としての明確な言語観が欠如していたことを示唆するものであるとも考えることができる。

すなわち、設立当初の国際交流基金は、「わが国に対する諸外国の理解を深め」るための

「日本語普及」事業を開始するにあたって、特定の明確な言語観を少なくとも組織としては

有していなかったのではなかったかという可能性も考えることができるのである。そして、

もしこの推測が見当はずれのものでないとしたら、国際交流基金の実務関係者は準拠すべ

き言語観を欠いたまま、あるいは自己の個人的な言語観に基づいて、海外に対する「日本

語普及」事業に従事していたことになるのであるが、しかし逆の見方をすれば、組織とし

ての明確な言語観を欠いていたからこそ、当時の国際交流基金関係者は韓国政府の言語観

を「尊重」することができたとも言うことができる。

　1970 年代前半期の韓国に対する「日本語普及」事業は、国際交流基金が海外における中

等教育レベルの日本語教育に本格的に関与した、その最初の事例である。しかし、中等教
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育レベルの日本語教育は、本稿で扱った 1970 年代前半期における韓国の事例からも明らか

なとおり、単なる「言語教育」ではなく「国民教育」とでも言うべき要素を含んでいる場

合がある。したがって、「わが国に対する諸外国の理解を深め」る目的から、日本側が何ら

かの言語観を前面に押し出して、海外の中等教育レベルに「日本語普及」を図ろうとしても、

容易に実現するものではないだろう。また、「わが国に対する諸外国の理解を深め」る立場

から相手国の言語教育政策の指導目標を云々することは内政干渉とも受けとられかねない。

その意味で、当時の国際交流基金関係者が、韓国政府の言語観を「尊重」し、さらには韓

国政府の言語教育政策、すなわち「韓国文化」の理解あるいは「韓国文化」の日本人への

発信という、国際交流基金の「わが国に対する諸外国の理解を深め」るという目的とは明

らかに矛盾する韓国政府の言語教育政策すらも、その「本音」は別にあると推察することで、

あえて問題視することなく、それよりもむしろ、「中等教育レベルに日本語科目が導入され

るということは、韓国で日本語が「市民権」を得ることを意味するので、「日本語普及」の

上ではそちらの方がずっと重要だ」と考えていたことは注目に値する。なぜなら、既述の

とおり、戦後期において日本が海外の中等教育レベルの日本語教育と本格的に関わったの

は、本稿で扱った 1970 年代の韓国をもって嚆矢とするのであるが、その最初の事例において、

「日本語普及」の重点を日本語に「市民権」を得させることに置いたことは、海外各国の言

語教育政策と日本の当該国に対する日本語普及事業の関係を円滑なものにし、ひいては海

外における中等教育レベルの日本語教育の伸張にも影響を与えたものと想像することがで

きるからである。

　国際交流基金が 2006 年に行った「海外日本語教育機関調査」では、海外の日本語学習者

数は 2,979,820 人であるが、その 57％は初等中等教育レベル10）の日本語学習者である。11） ま

た、初等中等教育レベルで日本語教育を実施している国・地域は 70 を越える。今日、少な

くとも量的な面では、日本語は多くの国で「市民権」を得ていると言える。
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注

1）国際交流基金は 2003 年 10 月に特殊法人から独立行政法人に移行し、その目的も、「国際

文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、

国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際

環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与すること」（2002 年度

法律第 137 号「独立行政法人国際交流基金法」第３条）という表現に変更された。

2）高橋力丸（1999）を参照。なお、この問題に関して高橋は、国際交流基金の広報資料等

から判断する限り、「日本語教育と一体化して日本文化理解を図る」（145）という「ニュ

アンスが強いように思われる」（145）としている。

3）この『日本語読本』に関して、稲葉継雄（1986）は、「極言すれば日本語教科書というよりも、

日本語を媒介とした道徳教科書の感があったのである」（144）としている。

4）国際交流基金日本語国際センター（1990）52 頁を参照。

5）椎名和男氏に対するインタビュー調査（2007 年７月）による。

6）同上

7）同上

8）同上

9）同上

10）中等教育レベルのみの統計は存在しない。

11）国際交流基金（2008）16 頁～ 19 頁を参照。なお、韓国の日本語学習者数は 910,957 人

で世界最多であるが、その 84％に相当する 769,034 人は初等中等教育レベルの日本語学

習者である。
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View of language regarding “spread of the Japanese language” aimed at 

promotion of understanding of Japanese culture:

Case of programs for South Korea in the early 1970s

SHIMAZU Taku

Keywords: spread of the Japanese language, Japanese language education, 

understanding of Japanese culture, view of language, secondary education

	 Japanese programs for the “spread of the Japanese language” to foreign 

countries, which are aimed at “promotion of understanding of Japanese culture”, have 

two fundamental functions. Specifically, the “spread of the Japanese language” may 

serve as a “means” by which individuals learning Japanese after being influenced or 

motivated by these programs use their acquired Japanese ability to have contact with 

various types of Japanese media and native Japanese speakers and consequently come 

to understand Japanese culture. In addition, the “spread of the Japanese language” 

may serve as an “objective” where the learning of Japanese itself can be considered an 

activity for understanding Japanese culture. In the present manuscript, I investigated 

which view of language was used as a basis by the Japan Foundation in its programs 

for the “spread of the Japanese language” around the time of its establishment in 1972 

using South Korea as a case example. South Korea was selected because it was the 

first foreign country in which the Japan Foundation engaged in a full-scale program for 

secondary education-level Japanese language education.

（Nagasaki University） 


